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受託研究審査委員会の結果について 

 

先に申し込みのあった新規自主研究、継続自主研究について独立行政法人国立病院

機構 大阪医療センター受託研究取扱規程第４条第１項、国立病院機構 大阪医療セン

ター受託研究審査委員会細則第５条第１項および同第５条第３項に基づき、平成１９

年４月２４日審議を行った。 

新規自主研究「難治性眼内血管新生及び血管透過性亢進に対するベバシズマブ眼内

投与の研究」、「間脳下垂体疾患における予後に関する調査研究」については修正の上

承認とした。 

実施計画書記載内容等変更報告４課題については変更を承認した。 

継続自主研究１２課題については、特に問題なく継続実施を承認した。 

 


